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(57)【要約】
【課題】トイレのない場所で便意を催したときに、下半
身を露出することなく排泄行為を行うことができ、排泄
物の処理にも困らない、非常用排泄セットを提供する。
【解決手段】非常用排泄セット１００は、排泄用具１０
（１０Ｍ，１０Ｆ，１０Ｕ）と、被覆用具２０と、皮膚
払拭清浄材４０と、凝固剤５０と、消臭剤スプレー６０
と、廃棄用の袋体７０と、を備えている。排泄用具１０
（１０Ｍ，１０Ｆ，１０Ｕ）は、人体の腰部にパンツ状
に装着可能な装着体と、装着体の内部と連通した状態で
装着体の股間部分から袋状に垂下する気密性の排泄物収
容部と、を有している。被覆用具２０は人体の腰部回り
にスカート状に装着可能であり、凝固剤５０は排泄用具
１０（１０Ｍ，１０Ｆ，１０Ｕ）の排泄物収容部１２に
収容された排泄物を固めるための薬剤である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の腰部にパンツ状に装着可能な装着体と、前記装着体の内部と連通した状態で前記
装着体の股間部分から袋状に垂下する気密性の排泄物収容部と、を有する排泄用具と、
　人体の腰部回りにスカート状に装着可能な被覆用具と、
　前記排泄用具の排泄物収容部に収容された排泄物を固める凝固剤と、
　湿式の皮膚払拭清浄材と、
　消臭剤スプレーと、を備えた非常用排泄セット。
【請求項２】
　前記被覆用具が、人体の下半身をスカート状に覆う被覆部材と、人体に装着した前記被
覆部材の上縁付近に設けられた伸縮部と、を備えた請求項１記載の非常用排泄セット。
【請求項３】
　前記装着体を形成する素材が不織布である請求項１または２記載の非常用排泄セット。
【請求項４】
　前記凝固剤が、アクリル酸塩系の高吸水性樹脂（アクリル酸重合体部分ナトリウム塩架
橋物）を含むものである請求項１～３のいずれかの項に記載の非常用排泄セット。
【請求項５】
　少なくとも、使用後の前記排泄用具、前記被覆用具及び前記皮膚払拭清浄材と、凝固剤
で固められた排泄物と、を密封状態で収容可能な袋体を備えた請求項１～４のいずれかの
項に記載の非常用排泄セット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トイレのない場所で便意を催したときなどに使用する非常用排泄セットに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　交通渋滞に巻き込まれた自動車内や公共交通機関の車内、あるいは、近くにトイレの無
い場所に外出しているときに便意を催したときに使用する非常用排泄具（あるいは非常用
排泄セット）については、従来、様々なアイディアが出されているが、本発明に関連する
ものとして、例えば、特許文献１に記載された「排尿便時に使用するスカート」あるいは
特許文献２に記載された「スカート付使い捨ておむつ」などがある。
【０００３】
　特許文献１に記載された「排尿便時に使用するスカート」は、少なくとも下辺が膝より
下方に位置する丈を持ったスカート本体と、該スカート本体の両側方にあって手を挿入で
きる開放溝と、スカート本体に取り付けられ、上記開放溝をスカート本体の裏面側から覆
う覆い片と、で構成されている。この「排尿便時に使用するスカート」は、トイレのない
場所で便意を催したときに腰に巻いて使用することにより、排便中の「下半身」の露出を
回避することができる。
【０００４】
　特許文献２に記載された「スカート付使い捨ておむつ」は、股間部から前側に延在する
腹側部分と、股間部から後側に延在する背側部分とを有し、排泄物を吸収する部分である
内装体と、前記内装体の周囲を覆う筒状のスカート体と、を備え、前記内装体は、前後い
ずれか一方の端部が前記スカート体の対応部分に固定された固定部とされるとともに、他
方の端部が前記スカート体の対応部分に着脱自在に取り付けられる着脱部とされている。
この「スカート付使い捨ておむつ」は、下半身の露出を避けつつ容易に穿くことができる
という長所を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】登録実用新案第３０４１０８９号公報
【特許文献２】特開２０１１－３０７９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載された「排尿便時に使用するスカート」は、トイレのない場所で排便
するときの「下半身」の露出を回避することができるという点で優れているが、排泄物の
収容手段や処理手段について考慮されていないので、実際に使用するときは、簡易トイレ
や排泄物捕集具が必要である。
【０００７】
　一方、特許文献２に記載された「スカート付使い捨ておむつ」は排泄物を吸収する部分
を備えているが、常時おむつを着用する子供用のものであるため、トイレのない場所で大
人が排便する際に使用するには不向きである。
【０００８】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、トイレのない場所で便意を催したときに、
下半身を露出することなく排泄行為を行うことができ、排泄物の処理にも困らない、非常
用排泄セットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の非常用排泄セットは、人体の腰部にパンツ状に装着可能な装着体と、前記装着
体の内部と連通した状態で前記装着体の股間部分から袋状に垂下する気密性の排泄物収容
部と、を有する排泄用具と、
　人体の腰部回りにスカート状に装着可能な被覆用具と、
　前記排泄用具の排泄物収容部に収容された排泄物を固める凝固剤と、
　湿式の皮膚払拭清浄材と、
　消臭剤スプレーと、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　このような構成とすれば、トイレのない場所で便意を催したときは、前記被覆用具を腰
部にスカート状に装着し、下半身の着衣を脱いで前記排泄用具に穿き替えた後、前記排泄
用具の股間部分にある袋状の排泄物収容部内に向かって排泄することができる。排泄に伴
って発生する臭気は、消臭剤スプレーから消臭剤を散布することによって抑制することが
できる。
【００１１】
　排泄が終わったら、湿式の皮膚清浄材（例えば、ウエットティッシュペーパー）で局部
を払拭した後、排泄用具を脱いで、排泄物収容部内に収容されている排泄物に対して凝固
剤を投入し、固化後の排泄物が漏出しないように、排泄用具を丸めたり、折り畳んだりし
て封止する。排泄用具を脱いだ後は、下半身に着衣を纏い、腰部をスカート状に覆ってい
る被覆用具を腰部から取り外せば、下半身を露出させることなく、一連の排泄行為を終わ
らせることができる。
【００１２】
　一方、丸めたり、折り畳んだりして封止した排泄用具は所定の場所へ投棄することがで
きるので、排泄物の処理に困ることもない。なお、前述したように、凝固剤は排泄後に排
泄物収容部内に投入しても良いが、排泄前に予め排泄物収容部内へ投入しておくこともで
きる。
【００１３】
　ここで、前記被覆用具が、人体の下半身をスカート状に覆う被覆部材と、下半身を覆う
前記被覆部材の上縁付近に設けられた伸縮部と、を備えたものとすることができる。
【００１４】
　また、前記装着体を形成する素材は不織布であることが望ましい。
【００１５】
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　さらに、前記凝固剤は、アクリル酸塩系の高吸水性樹脂（アクリル酸重合体部分ナトリ
ウム塩架橋物）を含むものを使用することができる。
【００１６】
　また、少なくとも、使用後の前記排泄用具、前記被覆用具及び前記皮膚払拭清浄材と、
凝固剤で固められた排泄物と、を密封状態で収容可能な袋体を備えることができる。この
場合袋体の材質がＰＢＴ（ポリエチレンテレフタレート）であれば、袋体に収容された排
泄物などから発生する臭気が袋体を透過するのを防止することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、トイレのない場所で便意を催したときに、下半身を露出することなく排
泄行為を行うことができ、排泄物の処理にも困らない、非常用排泄セットを提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態である非常用排泄セットを示す図である。
【図２】図１に示す非常用排泄セットを構成する男小便用の排泄用具を正面側から見た図
である。
【図３】図２中のＡ－Ａ線における縦断面図である。
【図４】図１に示す非常用排泄セットを構成する女小便用の排泄用具を示す縦断面図であ
る。
【図５】図１に示す非常用排泄セットを構成する男女大便用の排泄用具を示す縦断面図で
ある。
【図６】図１に示す非常用排泄セットを構成する被覆用具を正面側から見た斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図１～図６に基づいて、本発明の実施形態である非常用排泄セット１００につい
て説明する。図１に示すように、非常用排泄セット１００は、排泄用具１０（１０Ｍ，１
０Ｆ，１０Ｕ）と、被覆用具２０と、湿式の皮膚払拭清浄材４０と、袋体５１入りの凝固
剤５０と、消臭剤スプレー６０と、袋体７０と、を備えている。
【００２０】
　使用前の非常用排泄セット１００は、持ち運び時の利便性を考慮して、一つのパッケー
ジ１００ｐ内に、折り畳まれた状態の排泄用具１０及び被覆用具２０、袋体５１入りの凝
固剤５０、湿式の皮膚払拭清浄材４０、消臭剤６０及び袋体７０がコンパクトに纏めた状
態で収納されている。凝固剤５０は排泄用具１０の排泄物収容部１２に収容された排泄物
を固めるための薬剤である。湿式の皮膚払拭清浄材４０は、所謂、ウエットティッシュペ
ーパーと呼ばれるものであり、排泄後の局部付近などを払拭するためのものである。
【００２１】
　本実施形態では、凝固剤５０として、アクリル酸塩系の高吸水性樹脂（アクリル酸重合
体部分ナトリウム塩架橋物）を含むもの、例えば、「三洋化成工業株式会社」の「商品名
：サンフレッシュ　ＳＴ－５００Ｄ＊」を使用している。「商品名：サンフレッシュ　Ｓ
Ｔ－５００Ｄ＊」は外観が白色粉末状の凝固剤であり、自重の約４００倍の水を吸収し、
硬いゲルを形成する性質を有している。なお、「商品名：サンフレッシュ　ＳＴ－５００
Ｄ＊」は一例であり、これに限定するものではない。
【００２２】
　排泄用具１０は、その用途に応じて、男小便用の排泄用具１０Ｍ、女小便用の排泄用具
１０Ｆ及び男女大便用の排泄用具１０Ｕの３種類が１セットになっている。前述したよう
に、男小便用の排泄用具１０Ｍ、女小便用の排泄用具１０Ｆ及び男女大便用の排泄用具１
０Ｕは小さく折り畳まれた状態でパッケージ１００ｐ内に収納されている。なお、排泄用
具１０（１０Ｍ，１０Ｆ，１０Ｕ）は、いずれも紫外線による殺菌処理が施された状態で
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パッケージ１００ｐ内に収納されている。
【００２３】
　図２，図３に示すように、男小便用の排泄用具１０Ｍは、人体の腰部にパンツ状に装着
可能な装着体１１と、装着体１１の内部と連通した状態で装着体１１の股間部分から袋状
に垂下する気密性の排泄物収容部１２と、を有している。装着体１１を人体の腰部に着脱
可能に係止するため、装着体１１の上縁部１１ａには、弾性変形可能なゴム紐１１ｂが内
蔵されている。
【００２４】
　排泄用具１０（１０Ｍ，１０Ｆ，１０Ｕ）を形成する装着体１１は不織布で形成され、
排泄物収容部１２は、気液が透過しない、遮光性を有する合成樹脂シート材で形成されて
いる。排泄物収容部１２の上縁開口部１２ａは装着体１１の股間部分に連通状に接合され
、袋状の下縁部１２ｂは排泄物が漏洩しないように閉塞されている。上縁開口部１２ａは
、装着体１１に対し気密状態に固着されている。
【００２５】
　装着体１１に対する上縁開口部１２ａの固着強度を調べるため、装着体１１が動かない
ように保持した状態で、排泄物収容部１２内に錘（図示せず）を挿入して、５分間保持し
た後、上縁開口部１２ａと装着体１１との固着部分の状態を目視確認するという実験を行
った。この実験は、装着体１１が動かないように保持した状態で、排泄物収容部１２を、
図３中の矢線Ｘで示す方向に５分間引っ張り続けることに相当する。前述した実験手順に
従い、排泄物収容部１２内に挿入する錘の質量を「０．５ｋｇ」，「１．０ｋｇ」，「１
．５ｋｇ」の順に増加させたところ、どの場合においても、上縁開口部１２ａと装着体１
１との固着部分に異常は見られず、実用上、問題がないことを確認できた。
【００２６】
　排泄用具１０Ｍは男小便用であるため、図３に示すように、排泄物収容部１２の上縁開
口部１２ａは、男性のペニスの位置に対応するように、装着体１１の股間部分の最下部１
１ａから股間正面部分に亘る範囲に固着され、排泄物収容部１２は、装着体１１の股間正
面部分から前方下方に向って斜めに垂下した状態となっている。なお、図３中に示してい
る「１１０±５ｍｍ」，「２３０±５ｍｍ」及び「１８０±５ｍｍ」の数字は排泄物収容
部１２の各部分の寸法を示しているが、これらの数値に限定するものではない。
【００２７】
　図４に示すように、女小便用の排泄用具１０Ｆは、人体の腰部にパンツ状に装着可能な
装着体１１と、装着体１１の内部と連通した状態で装着体１１の股間部分から袋状に垂下
する気密性の排泄物収容部１３と、を有している。排泄用具１０Ｆを形成する装着体１１
は不織布で形成され、排泄物収容部１３は、気液が透過しない、遮光性を有する合成樹脂
シート材で形成されている。
【００２８】
　排泄物収容部１３の上縁開口部１３ａは装着体１１の股間部分に連通状に接合され、袋
状の下縁部１３ｂは排泄物が漏洩しないように閉塞されている。上縁開口部１３ａは、装
着体１１に対し気密状態に固着されている。装着体１１に対する上縁開口部１３ａの固着
強度を調べるため、図３に示す排泄用具１０Ｍに対する前述の実験と同様の実験を排泄用
具１０Ｆに対して行ったところ、排泄物収容部１３内に挿入する錘の質量を「０．５ｋｇ
」，「１．０ｋｇ」，「１．５ｋｇ」の順に増加させても、上縁開口部１３ａと装着体１
１との固着部分に異常は見られず、実用上、問題がないことを確認できた。
【００２９】
　図４に示す排泄用具１０Ｆは女小便用であるため、女性の尿道口の位置に対応するよう
に、排泄物収容部１３の上縁開口部１３ａの前後方向の長さは、図３に示す排泄用具１０
Ｍの排泄物収容部１２の上縁開口部１２ａよりも長く設定されている。また、装着体１１
に対する上縁開口部１３ａの接合領域は、装着体１１の股間正面部分から股間の最下部１
１ａに至るまでの広い範囲に亘っている。なお、図４中に示している「１６０±５ｍｍ」
，「２８０±５ｍｍ」及び「２５５±５ｍｍ」の数字は排泄物収容部１３の各部分の寸法
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を示しているが、これらの数値に限定するものではない。
【００３０】
　図５に示すように、男女大便用の排泄用具１０Ｕは、人体の腰部にパンツ状に装着可能
な装着体１１と、装着体１１の内部と連通した状態で装着体１１の股間部分から袋状に垂
下する気密性の排泄物収容部１４と、を有している。装着体１１は不織布で形成され、排
泄物収容部１４は気液が透過しない合成樹脂シート材で形成されている。排泄物収容部１
４の上縁開口部１４ａは装着体１１の股間部分に連通状に接合され、袋状の下縁部１４ｂ
は排泄物が漏洩しないように閉塞されている。上縁開口部１４ａは、装着体１１に対し気
密状態に固着されている。
【００３１】
　排泄用具１０Ｕは男女大便用であるため、男性及び女性の肛門の位置から女性の尿道及
び男性のペニスの位置に対応するように、排泄物収容部１４の上縁開口部１４ａの前後方
向の長さは、図４に示す排泄用具１０Ｆの排泄物収容部１３の上縁開口部１３ａの前後方
向の長さよりも長く設定されている。また、装着体１１に対する上縁開口部１４ａの接合
領域は、装着体１１の股間の正面寄りの部分から股間の最下部１１ａを経て股間の背面寄
りの部分に至るまでの広い範囲に亘っている。
【００３２】
　装着体１１に対する上縁開口部１４ａの固着強度を調べるため、図３に示す排泄用具１
０Ｍに対する前述の実験と同様の実験を排泄用具１０Ｕに対して行ったところ、排泄物収
容部１４内に挿入する錘の質量を「０．５ｋｇ」，「１．０ｋｇ」，「１．５ｋｇ」の順
に増加させても、上縁開口部１４ａと装着体１１との固着部分に異常は見られず、実用上
、問題がないことを確認できた。
【００３３】
　排泄用具１０Ｕにおいて、排泄物収容部１４の容積は、図３に示す排泄物収容部１２及
び図４に示す排泄物収容部１３の容積よりも大きく設定されている。このため、大便を排
泄しているときに小便が出ることがあっても、漏れなく排泄物収容部１４内へ収容するこ
とができる。なお、図５中に示している「３００±５ｍｍ」，「３４０±５ｍｍ」及び「
４００±５ｍｍ」の数字は排泄物収容部１４の各部分の寸法を示しているが、これらの数
値に限定するものではない。
【００３４】
　このように、図１に示す非常用排泄セット１００は、男小便用の排泄用具１０Ｍ、女小
便用の排泄用具１０Ｆ及び男女大便用の排泄用具１０Ｕの３種類を具備しているため、使
用者の性別や便意の状態など応じて使い分けることができ、便利である。
【００３５】
　なお、排泄物収容部１２，１３，１４の大きさ（容積）や上縁開口部１２ａ，１３ａ，
１４ａの前後方向の長さや、装着体１１と上縁開口部１２ａ，１３ａ，１４ａの接合領域
は前述した内容に限定するものではないので、例えば、図３に示す排泄用具１０Ｍにおい
て、排泄物収容部１２の上縁開口部１２ａの接合領域を、装着体１１の股間部分の前後に
亘って広く設定するとともに、排泄物収容部１２の容積を大きくすることにより、一つの
排泄用具で、男小便用、女小便用及び男女大便用の全てに対応できるようにすることもで
きる。
【００３６】
　次に、図６に基づいて、被覆用具２０について説明する。図６に示すように、被覆用具
２０は、人体の下半身をスカート状に覆うことができる腰巻状の被覆部材２１と、下半身
を覆う被覆部材２１の上縁付近に設けられた伸縮部２２と、を備えている。胴回り方向の
被覆部材２１の辺縁部２１ａ，２１ｂ付近は、着用中に互いに重なり合うように形成され
ている。被覆部材２１は透けて見えない程度の遮光性を有する布（または不織布）で形成
されている。被覆用具２０を人体の腰部に着脱可能に係止するため、伸縮部２２には弾性
変形可能なゴム紐（図示せず）が内蔵されている。
【００３７】
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　凝固剤５０は袋体５１内に密封されており、使用時には袋体５１を破り、その中に収容
されている凝固剤５０を排泄物収容部１２などの内部へ投入する。前述したように、凝固
剤５０は、アクリル酸塩系の高吸水性樹脂（アクリル酸重合体部分ナトリウム塩架橋物）
を含む「三洋化成工業株式会社」の「商品名：サンフレッシュ　ＳＴ－５００Ｄ＊」を使
用しているが、これに限定するものではない。
【００３８】
　消臭剤スプレー６０は、排泄中に発生する臭気を消すために空気中に消臭剤を散布した
り、排泄用具１０Ｍの排泄物収容部１２などの内部に収容された排泄物から発生する臭気
を消すために排泄物収容部１２などの内部へ消臭剤を散布したりすることができる。
【００３９】
　廃棄用の袋体７０は、開口部７２を開閉可能に封止するシール部７１を有しており、使
い終わった後、丸めたり、折り畳んだりした排泄用具１０Ｍ，１０Ｆ，１０Ｕ、被覆用具
２０、使用後の皮膚払拭清浄材４０などを開口部７２から入れて、シール部７１を封止す
ることにより、臭気が漏れないように密封状態に保つことができる。袋体７０の材質はＰ
ＢＴ（ポリエチレンテレフタレート）であるため、袋体７０内の収容物から発生する臭気
が外部へ漏洩するのを防止することができる。本実施形態では、ＰＢＴ製の袋体７０とし
て、「株式会社アーランド」の「商品名：におわん袋」を使用しているが、これに限定す
るものではない。
【００４０】
　次に、非常用排泄セット１００の使い方について説明する。トイレのない場所で便意を
催したときは、パッケージ１００ｐを開封して被覆用具２０を取り出し、被覆用具２０を
足元から穿くか、頭から被るかして、腰部にスカート状に装着し、伸縮部２２をウエスト
の位置に合わせて止めると、使用者の下半身は被覆用具２０でスカート状に覆われた状態
となる。また、使用者の性別や便意の状況に応じて、排泄用具１０Ｍ，１０Ｆ，１０Ｕの
いずれかをパッケージ１００ｐから取り出す。なお、本実施形態では、以下、図５に示す
排泄用具１０Ｕを使用した場合について説明するが、これに限定するものではない。
【００４１】
　この後、下半身の着衣及び下着を脱ぎ、例えば、排泄用具１０Ｕを、パンツを穿くよう
に穿き、装着体１１の上縁部１１ａを腰部まで引き上げ、排泄用具１０Ｕの股間部分にあ
る袋状の排泄物収容部１４を排便（排尿）に適した位置に合わせる。この後、排泄物収容
部１４内に向かって排泄（排便、排尿）する。このとき、排泄に伴って発生する臭気を消
すため、消臭剤スプレー６０を使用して消臭剤を散布することができる。
【００４２】
　排泄が終わったら、排泄物収容部１４内に収容された排泄物（図示せず）が漏出しない
ように注意しながら、排泄用具１０Ｕを下半身から脱いだ後、排泄物収容部１４内に収容
されている排泄物に対して、袋体５１中の凝固剤５０を投入する。このとき、排泄物収容
部１４内に向かって消臭剤スプレー６０から消臭剤を散布してもよい。排泄物収容部１４
内へ凝固剤５０を投入すると、自重の約４００倍の水を吸収し、硬いゲルを形成する性質
を有する凝固剤５０が速やかに水分を吸収して、排泄物とともに凝固するので、凝固後の
排泄物が漏出しないように、排泄用具１０Ｕを丸めたり、折り畳んだりして封止する。排
便後の局部付近や手などは、皮膚払拭清浄材４０を使用して払拭することができる。
【００４３】
　排泄用具１０Ｕを脱いだ後は、下半身に着衣を纏い、被覆用具２０の収縮部２２を緩め
、腰部をスカート状に覆っている被覆部材２１を腰部から取り外せば、使用者は下半身を
露出させることなく、一連の排泄行為を終わらせることができる。
【００４４】
　排便後、固化した排泄物とともに丸めたり、折り畳んだりした排泄用具１０Ｕや被覆用
具２０、及び使用後の皮膚払拭材４０などは、袋体７０の開口部７２を開いて、その中へ
収容し、シール部７１を封止することにより、臭気が漏れないように密封状態に保つこと
ができる。使用後の排泄用具１０Ｕや固化した排泄物などが収容された袋体７０は、法律
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い。また、排泄用具１０Ｍ，１０Ｆについても、前述と同様の手順で使用することができ
る。
【００４５】
　なお、使用前の排泄用具１０（１０Ｍ，１０Ｆ，１０Ｕ）、被覆用具２０、皮膚払拭材
４０、凝固剤５０及び消臭剤スプレー６０などを袋体７０に収容して非常用排泄セットを
構成し、排便に使用した後は、使用後の排泄用具１０（１０Ｍ，１０Ｆ，１０Ｕ）や固化
した排泄物などを再び袋体７０に収容して廃棄するような使い方をすることもできる。
【００４６】
　凝固剤５０を排泄物収容部１４などの内部へ投入するタイミングについては、前述した
ように、排泄を終えて、排泄用具１０Ｕなどを脱いだ後に投入しても良いが、排泄後、排
泄用具１０Ｕなどを腰部から若干ズリ下げた状態にして、凝固剤５０を排泄物収容部１４
などの内部へ投入することもできる。そのほか、排泄用具１０Ｕなどを身体に装着する直
前（排泄前）の段階で、凝固剤５０を排泄物収容部１４などの内部へ投入しておくことも
できる。
【００４７】
　以上のように、トイレのない場所で便意を催したときに、非常用排泄セット１００を使
用すれば、使用者は下半身を露出することなく排泄行為を済ませることができ、排泄物の
処理に困ることもない。なお、図１～図６に基づいて説明した非常用排泄セット１００は
本発明の一例を示すものであり、本発明の非常用排泄セットは前述した非常用排泄セット
１００に限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明の非常用排泄セットは、交通渋滞に巻き込まれた自動車内や公共交通機関の車内
、あるいは旅行先など、トイレのない場所で便意を催したときの対応手段として広く利用
することができる。
【符号の説明】
【００４９】
　１０，１０Ｍ，１０Ｆ，１０Ｕ　排泄用具
　１１　装着体
　１１ａ　上縁部
　１１ｂ　ゴム紐
　１２，１３，１４　排泄物収容部
　１２ａ，１３ａ，１４ａ　上縁開口部
　１２ｂ，１３ｂ，１４ｂ　下縁部
　２０　被覆用具
　２１　被覆部材
　２２　伸縮部
　４０　皮膚払拭清浄材
　５０　凝固剤
　５１，７０　袋体
　６０　消臭剤スプレー
　７１　シール部
　７２　開口部
　１００　非常用排泄セット
　１００ｐ　パッケージ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月20日(2017.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の腰部回りにスカート状に装着可能な被覆用具と、
　前記被覆用具を人体の腰部回りにスカート状に装着し人体の下半身の着衣及び下着を脱
いだ状態で前記腰部にパンツ状に装着可能な装着体と、前記装着体の内部と連通した状態
で前記装着体の股間部分に上縁開口部が接合され前記股間部分から袋状に垂下する気密性
の合成樹脂シートで形成された排泄物収容部と、を有する排泄用具と、
　前記排泄用具の排泄物収容部に収容された排泄物を固める凝固剤と、
　湿式の皮膚払拭清浄材と、
　消臭剤スプレーと、
　少なくとも、使用後の前記排泄用具、前記被覆用具及び前記皮膚払拭清浄材と、凝固剤
で固められた排泄物と、を開口部から入れて収容可能であって前記開口部を密封状態に封
止するシール部を有する廃棄用の袋体と、を備え、
　前記被覆用具、前記排泄用具、前記凝固剤、前記皮膚払拭清浄剤、前記消臭剤スプレー
及び前記袋体を一つのパッケージ内に収納した非常用排泄セット。
【請求項２】
　前記被覆用具が、人体の下半身をスカート状に覆うことができる腰巻状の被覆部材と、
人体に装着した前記被覆部材の上縁付近に設けられた伸縮部と、を備えた請求項１記載の
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非常用排泄セット。
【請求項３】
　前記装着体を形成する素材が不織布である請求項１または２記載の非常用排泄セット。
【請求項４】
　前記凝固剤が、アクリル酸塩系の高吸水性樹脂（アクリル酸重合体部分ナトリウム塩架
橋物）を含むものである請求項１～３のいずれかの項に記載の非常用排泄セット。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の非常用排泄セットは、人体の腰部回りにスカート状に装着可能な被覆用具と、
　前記被覆用具を人体の腰部回りにスカート状に装着し人体の下半身の着衣及び下着を脱
いだ状態で前記腰部にパンツ状に装着可能な装着体と、前記装着体の内部と連通した状態
で前記装着体の股間部分に上縁開口部が接合され前記股間部分から袋状に垂下する気密性
の合成樹脂シートで形成された排泄物収容部と、を有する排泄用具と、
　前記排泄用具の排泄物収容部に収容された排泄物を固める凝固剤と、
　湿式の皮膚払拭清浄材と、
　消臭剤スプレーと、
　少なくとも、使用後の前記排泄用具、前記被覆用具及び前記皮膚払拭清浄材と、凝固剤
で固められた排泄物と、を開口部から入れて収容可能であって前記開口部を密封状態に封
止するシール部を有する廃棄用の袋体と、を備え、
　前記被覆用具、前記排泄用具、前記凝固剤、前記皮膚払拭清浄剤、前記消臭剤スプレー
及び前記袋体を一つのパッケージ内に収納したことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　ここで、前記被覆用具が、人体の下半身をスカート状に覆うことができる腰巻状の被覆
部材と、下半身を覆う前記被覆部材の上縁付近に設けられた伸縮部と、を備えたものとす
ることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、本発明の非常用排泄セットは、少なくとも、使用後の前記排泄用具、前記被覆用
具及び前記皮膚払拭清浄材と、凝固剤で固められた排泄物と、を開口部から入れて収容可
能であって前記開口部を密封状態に封止するシール部を有する廃棄用の袋体を備えている
。この場合袋体の材質がＰＢＴ（ポリエチレンテレフタレート）であれば、袋体に収容さ
れた排泄物などから発生する臭気が袋体を透過するのを防止することができる。
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